
（法第 10条第 1項第７号関係） 

 

設立当初の事業年度の事業計画書 

 

法人成立の日から令和４年３月３１日まで 

 

特定非営利活動法人凸凹革命 

 

１ 事業実施の方針 

設立当初の事業年度は、任意団体としての「京田辺リメディアル教育学院」の事業を次年度か

ら完全移管することを中心に、「カウンセリングオフィス」の設立を中心に、計画する事業が次

年度に成立するための体制作りを目標とする。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した事業) 
具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千

円） 

① 就労支援及びフ

リースクールと

しての居場所事

業 

任意団体の事業を次

年度から完全移管す

るための準備段階 

（次年度から補助金

受託主体となる） 

（A）毎週月水金曜日、 

10：00 から 15：00 まで 

（B）リメディアル教育学

院 

（C）＠非常勤 2 名 

（D）ひきこ

もり状態にあ

る者 

（E）8 名 

0 

② 生活困窮世帯及び

ひきこもり支援事

業 

行政による生活困窮

支援及びひきこもり

事業の受託 

未定 未定 0 

③ 教育と医療・福祉

の連携接続事業 

教育指導者を対象

にしたセミナー 

次年度から年 2 回リモート

ハイブリッドでのセミナー

をキララ商店街内で開催。 

（C）専門家スタッフ 1～2

名 

（D）教育指

導者 

（E）30 人 

0 

④ カウンセリング事

業 

カウンセリングオフ

ィスの開設 

（A）随時 

（B）キララ商店街内 

（C）心理系有資格者 

（D）心理的

支援が必要な

者 

(E)未定 

0 

⑤ 人材再生事業 他の企業や団体等に

おいて、その構成員

等に支援及びｺﾝｻﾙﾃｨ

ﾝｸﾞを行う 

（A）随時 

（B）該当団体の活動場所

等 

（C）事案に応じた専門家 

スタッフ１～２名 

（D）該当団

体に所属する

者 

（E）該当団

体に応じて 

0 

⑥ コミュニケーショ

ン力育成事業 

TRPG 会（ﾃｰﾌﾞﾙﾄｰｸﾛ

ｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞｹﾞｰﾑを通じ

たコミュニケーショ

ン） 

（A）毎月１回日曜日 

（B）キララ商店街内 

（C）当法人理事 

（D）ひきこ

もり 

状態にある者 

（E）各回 6

名 

0 

⑦ その他この法人の

目的を達成するた

めに必要な事業 

    


